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　国の基準では、３歳児から５歳児（年少から年長）の子どもと、０歳児から２歳児クラスの住民税非課

税世帯のみが保育料無償化の対象であり、年齢と所得の制限があります。にかほ市ではこのような制限をな

くし、年齢と所得によらず、０歳児から５歳児の全ての世帯の子どもの保育料が完全無償となっています。
※にかほ市に在住したまま他の市町村の保育所、認定こども園等を利用する場合（広域利用）でも保育料が無償となります。

にかほ市の保育料 ※にかほ市では０歳児から５歳児のすべての子どもの保育料を無償化
問

令和６年度の保育料等
こども家庭センター　子育て支援班☎３２－３０４０

　令和元年１０月から国の基準で、副食費（給食のおかずやおやつ等）が免除になるのは、年収３６０万円

未満相当の世帯の子どもおよび全ての世帯の第３子以降の子どものみとなっています。それ以外の世帯の

子どもについては保護者からの実費徴収となっていますが、にかほ市では副食費を負担する世帯について
全額助成します。 (通園している保育所、認定こども園に市が助成分を支給するので、保護者が副食費を

納付する必要はありません）
※にかほ市に在住したまま他の市町村の保育所、認定こども園等を利用する場合（広域利用）でも全額助成します。

※通園送迎費（バス代）、行事費等は保護者の負担となります。

【国とにかほ市の比較表】

にかほ市の副食費（おかず・おやつ等）※にかほ市では副食費を全額助成

《保護者負担分》 主食（ごはん・パン等）については、各家庭から持参いただきます。

※０歳児から２歳児クラスについては、これまでと同様に保育料の中に食材料費が含まれていることから、助成の対象となり
　ません。（にかほ市では保育料を無償化するため、保護者の負担はありません）

対象年齢（クラス）

３歳児～５歳児
（年少～年長）

保育料

副食費

保育料
０歳児～
２歳児クラス

国の基準

すべての子どもが無償化 すべての子どもが無償化

世帯の所得にかかわらず
すべての子どもが無償化

保護者負担
※年収３６０万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の第３子
　以降の子どもは免除

市民税非課税世帯の子どもに限り無償化
※２歳児クラスの子どものうち、満３歳となり２号認定になってから
　最初の３月３１日を迎えるまでの期間は０歳児～２歳児と同じ扱い

世帯の所得にかかわらず
すべての子どもが無償化

にかほ市の対応

学童保育クラブの利用

学童保育クラブは、放課後や長期休業中に仕事等で昼間家庭に保護者がいない小学校児童を対象に、適切

な遊びと生活の場を提供し健全な育成を図る場所です。利用を希望する方は、直接下記へ申し込みください。

～保険料は所得に応じて決まります～

問

第９期介護保険事業計画期間（令和６年度から８年度）の
　　　　　　　　　　　　　 介護保険料の所得段階と年間保険料額が決定

長寿支援課☎３２－３０４２

▷あなたの保険料は？
生活保護を受けている

住民税を納めている（本人が住民税課税）

同じ世帯に住民税を納めている人がいる

老齢福祉年金を受けている

本人の前年の合計所得金額
＋公的年金等収入額が
８０万円以下

本人の前年の合計所得金額
＋公的年金等収入額が
１２０万円以下

本人の前
年の合計
所得金額
＋公的年
金等収入
額が８０
万円以下

第１段階
基準額×0.285

年額23,250円

生活保護被保

護者、世帯全

員が住民税非

課税の老齢福

祉年金受給者、

世帯全員が住

民税非課税か

つ本人の前年

の合計所得金

額＋公的年金

等収入額が80

万円以下の人

第２段階
基準額×0.485

年額39,570円

世帯全員が住

民税非課税か

つ本人の前年

の合計所得金

額＋公的年金

等収入額が80

万円を超え120

万円以下の人

第３段階
基準額×0.685

年額55,890円

世帯全員が住

民税非課税か

つ本人の前年

の合計所得金

額＋公的年金

等収入額が120

万円を超える

人

第４段階
基準額×0.90

年額73,440円

本人が住民税

非 課 税 の 人

（世帯内に住

民税課税者が

いる）かつ本

人の前年の合

計所得金額＋

公的年金等収

入額が80万円

以下の人

第５段階
基準額

年額81,600円

本人が住民税非課税の人（世帯内に住民税課

税者がいる）かつ第４段階以外の人

はい

はい

はい

はい

はい

はいいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

※保険料は前年の所得をもとに算定されますので、

　正しい所得の申告をしましょう。

はい 第６段階
基準額×1.20

年額97,920円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

120万円未満

の人

第７段階
基準額×1.30

年額106,080円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

120万円以上

210万円未満

の人

第８段階
基準額×1.50

年額122,400円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

210万円以上

320万円未満

の人

第９段階
基準額×1.70

年額138,720円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

320万円以上

420万円未満

の人

第１０段階
基準額×1.90

年額155,040円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

420万円以上

520万円未満

の人

第１１段階
基準額×2.10

年額171,360円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

520万円以上

620万円未満

の人

第１２段階
基準額×2.30

年額187,680円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

620万円以上

720万円未満

の人

第１３段階
基準額×2.40

年額195,840円

本人が住民税

課税かつ合計

所 得 金 額 が

720万円以上

の人

※第１段階～第３段階においては負担軽減強化により基準額に

　対する割合が引き下げられています。

　介護保険は３年ごとに事業計画を見直し、介護保険料を設定します。令和６年度からの第１号被保険者

（６５歳以上の人）の介護保険料は下記のとおりです。

《仮徴収のお知らせ》

　年金から介護保険料が引かれる特別徴収の人には、「仮徴収額特別徴収のお知ら

せ」を４月中旬までに送付しています。なお、送付した通知書の保険料額は令和５

年度の保険料所得段階をもとに算定したものです。令和６年度の年間保険料額は、

令和５年度の市民税の課税状況等をもとに７月に確定し、あらためて通知します。

問 こども家庭センター　子育て支援班☎３２－３０４０

職員の懲戒処分について
問 総務課☎４３－７５０７

　市は、地方公務員法およびにかほ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、次のとおり職

員の懲戒処分を行ったので、にかほ市職員の懲戒処分等に関する規程第８条第１項第１号の規定により公表し

ます。

１　被処分者および処分内容等

２　【懲戒処分の適用条項】地方公務員法第２９条第１項第２号

６０代教育委員会 課長級 戒告
令和６年

３月３１日

にかほ市議会議員に対し、内部のメール送受信履歴と、合意形
成を図らず単独で立案した政策提案書を独断で郵送した。

処分理由　　　

仁賀保学童保育クラブ

院内学童保育クラブ

小出学童保育クラブ

金浦学童保育クラブたんぽぽサークル

学童保育のびやかサークル

上浜学童保育クラブ

学童保育星城クラブ

平沢小学校地内

旧院内診療所

旧小出保育園

金浦小学校体育館内

象潟小学校体育館内

上浜構造改善センター内

星城こども園内

☎４４－８８７２

☎３６－３５５６

☎３６－２２５１

☎３８－３３８１

☎４３－５３１０

☎４６－２５８８

☎４４－２３１４

クラブ名称 実施場所 電話番号 ▷開所時間

・平日…放課後～１８：３０　

・土曜、長期休業等…７：３０～１８：３０

▷クラブの休日

日曜、祝日、お盆、年末年始

▷利用料

・平日…２００円

・土曜日、長期休業等…３５０円

※就学援助の認定を受けた場合は免除となります。

所属 職位 処分内容年齢 処分年月日


